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研究成果の概要（和文）：本研究は、研究課題に対して「総督府医学系官僚が所属する組織の成り立ち・変遷・
人的構造」と「総督府医学系官僚の人事と経歴」という二つの側面から分析を進めた。その結果、主として、①
後藤新平の統治理念（専門的技能を具えた人と組織との有機的結合から生み出される政策の立案と遂行）の具現
化としての台湾総督府臨時防疫課の設置、②臨時防疫課に配属された防疫事務官及び防疫医官の人的構造、③当
該防疫事務官や防疫医官ら医学系技術官僚による防疫対策の立案・執行の実態について解明した。

研究成果の概要（英文）：This study involved two aspects: ”the origins, transition, and personnel 
structure of the organizations to which the medical bureaucrats of the Governor-General’s office 
belonged” and ”the personnel and career of the medical bureaucrats of the Governor-General’s 
office. Result of this study showed that （1）the establishment of the Temporary Quarantine Division
 of the Governor-General’s office as an practice of Shinpei Goto’s governing philosophy, the 
planning and execution of policies comimg from the organic combination of organizations and experts,
 （2）the personnel structure of quarantine officers and quarantine medical officers assigned to the
 Temporary Quarantine Division, and （3）the execution and results of quarantine measures formulated
 by these quarantine officers and quarantine medical officers.

研究分野： 日本近現代史、台湾史

キーワード： 官僚制　技術官僚　医学系技術官僚　台湾総督府　学歴主義　学閥主義

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の学術的意義の一つは台湾総督府衛生行政機関の人的構成における内務省の系譜を解明したことにある。
総督府の初期衛生行政機関の課長等の主たるポストは内務省衛生局の出身者が占め、なかでも課長の高木友枝は
北里柴三郞の薫陶を受けた防疫の専門家でもあった。こうした動きを主導したのが後藤新平台湾総督府民政長官
であった。後藤は「一も二も三も人である」との信念を持ち、「人」の能力が十分に発揮される組織の設置と待
遇の向上に尽力した。高木をはじめとする専門家と組織との有機的な結合の実現は、感染症対策において政治と
専門家が果たす役割は何かという現代的課題を考える上で示唆に富む歴史的事象であるといえよう。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
本研究の分析対象は、台湾総督府及び所属官署で勤務する「医学」の知的バックグラウンドを

持つ医学系官僚である。近代日本及び植民地の官僚研究において、官僚の人事をめぐる人的ネッ
トワークの問題は重要な検討課題の一つである。本研究と関連がある特別な医学的専門知識と
技術を要する官僚の動静に関し、先行研究では、衛生学の教育と研究をめぐる内務省と文部省・
帝大との対立関係を背景として、北里柴三郎系の衛生学者が内務省と強い繋がりを持つ台湾、朝
鮮あるいは満州に関心を向けるとともに、台湾を自己の新天地としたことで、台湾の医学発展の
方向性に彼らの影響が色濃く反映したことが指摘されている（飯島渉『マラリアと帝国―植民地
医学と東アジアの広域秩序』東京大学出版会飯島、2005 年、及び Michael Shiyung Liu, 
Prescribing Colonization : The Role of Medical Practices and Policies in Japan-Ruled 
Taiwan, 1895-1945, Ann Arbor, Mich. : Association for Asian Studies，2009）。しかし、こ
れらの研究は、衛生学・細菌学・寄生虫学等の基礎医学領域における北里系研究者の動向が分析
の中心となっており、内科・外科・産婦人科等の臨床医学領域の人材を含む医学系官僚全体の人
的構造と系譜については未解明である。 
 
２．研究の目的 
本研究の主たる目的は、①医学領域の技術官僚である台湾総督府医学系官僚の人事を分析す

ることによって、そこに作用する学歴、学閥、人脈の法則性を解明し、もって東京帝国大学を頂
点とする帝国日本の「知」の階層構造のなかで、官僚研究の課題である人的ネットワークの問題
を捉え直すこと、②台湾総督府医学系官僚が所属する台湾総督府衛生課及び臨時防疫課による
防疫対策の立案・執行の実態を解明することにある（研究計画の進展に伴い新たに生まれた目
的）。 
 
３．研究の方法 
本研究は、上述の研究目的を達成するため、①「総督府医学系官僚が所属する組織の成り立ち・

変遷・人的構造」と、②「総督府医学系官僚の人事と経歴」という二つの側面から分析を進めた。 
①に関し、総督府医学系官僚の就いている職位の価値を理解するには、当該組織が如何なる権

限を持ち、如何なる職務を担い、如何なる人材を求め、かつ当人が如何なる待遇（官等俸給）を
受けていたのかを明らかにしなければならない。本研究で分析の対象とする総督府医学系官僚
の所属組織の権限・職務・定員及び待遇は、勅令をもって公布される「官制」及び「官等俸給令」
により規定された。そのため、これら法令を『官報』・『府報』・『地方庁報』から収集した。①の
分析を進めるにあたり、とりわけ重要な史料は、台湾総督府の行政文書である『台湾総督府公文
類纂』（国史館台湾文献館所蔵）と、内閣文書である『公文類聚』（国立公文書館所蔵）である。
両者を補完的に用いることで、政策決定過程をより重層的に描き出すこと企図した。 
②に関しては、各組織に所属する医学系官僚の学歴、総督府赴任前の職歴、任用から昇等昇給

を経て転官または退官にいたる過程、転官先または退官後の進路を調査・分析した。調査方法と
しては、まず内閣印刷局が編纂した『職員録』と、台湾総督府が編纂した『台湾総督府職員録』
や『台湾総督府及所属官署職員録』等の資料を用いて、年度毎に該当官職に就いている官僚のリ
ストを作成した。次いで、国史館台湾文献館が作成した『台湾総督府公文類纂』検索データベー
スを用いて、該当官僚を一人宛検索にかけていき、任用・昇進・退官に関する人事文書をリスト
アップ・収集すると同時に、『日本医籍録』や『大日本博士録』等により該当官僚の学歴と職歴
を調査した。 
 
４．研究成果 
本研究期間において取り組んだ課題は大きく三つである。 
第一に、台湾総督府医院の設置及び拡張の過程と人的構成である。総督府医院は「官立」機関

である。これが意味するところは、総督府医院の職員が国家の「官吏」としての権威を持つこと
である。当該職員の地位は、内閣総理大臣、各省大臣、台湾総督、民政長官、各局長等の地位を
規定した官等俸給令により規定された。それゆえ、総督府医院は、内地の官吏体系、例えば、帝
国大学医学部や官立医科大学及びその附属病院の人事体系と連結することができた。本研究で
は、この体系が優秀な医師を招致するために有効に機能したが、学閥の浸食をもたらすことにな
ったことを指摘した。 
第二に、後藤新平の統治理念の具現化としての台湾総督府警察本署臨時防疫課の設置と、同課

の人的構成である。当該課題に対して、本研究では次の事柄を明らかにした。 
後藤新平の統治理念は、「台湾殖民政策」（『新台湾』1914 年～1915 年）によれば、専門的技能

を具えた人と組織との有機的結合から生み出される政策の立案及び遂行と整理できる。この理
念が具現化された組織が臨時防疫課であり、課長に就いたのは高木友枝であった。高木友枝は、
伝染病研究所において北里柴三郞の薫陶を受けた衛生学者であるとともに、後藤新平内務省衛
生局長の片腕として働き、後藤が台湾総督府民政局長（後に民政長官）として赴任する際に「台



湾衛生の指導者」として推薦した人物である。高木は、1902 年 3 月に台湾総督府医院医長兼台
湾総督府医院長、台湾総督府技師、台湾総督府医学校教授、台湾総督府医学校長に任じられ、台
湾に赴任した。高木が台湾の衛生に係る一切の事柄を委ねられ着任した当時、台湾においてはペ
ストが猖獗を極めており、ペストの流行抑制と防遏は総督府にとって喫緊の課題であった。高木
は、衛生学者であり、かつ、内務省衛生局防疫課長時代に大阪で流行したペストの防疫に携わっ
た経験も有していた。後藤は、かかる経歴を有する高木を台湾で猛威を振るうペスト防疫の指揮
官として招聘した。総督府は、高木友枝を招聘した後、直ちに高木の能力を十分に発揮させるた
めの組織として、ペスト防疫事務に特化した中央防疫機関を設置すべく、「臨時台湾防疫局官制
案」を立案し、中央政府との折衝を始めた。結果的には、同官制案は廃案に追い込まれたが、実
質的に同等の機能を具えた臨時防疫課を警察本署に設置することで落着した。 
抑も臨時台湾防疫局官制案は、衛生学者としてあるいはペスト防疫行政官として豊富な知識

を持つ高木の能力を発揮させるために用意されたものであった。防疫局官制案の起案部局長で
ある大島久満次警察本署長は、1902 年 7 月 9 日付の祝辰巳財務局長（在京中）宛書翰において
次のように認めている。すなわち、「先般来御内談致シ通リ折角高木友枝氏を聘候上ハ氏之抱負
ヲ充分実行セシメ以テ氏之責任を重ク致度又学者ヲ遇スル途ニ於テモ（新渡戸博士之例ニ準シ）
氏之抱負ヲ実行為致度候ニ付テハ是非独立官衙ヲ置キ度」と。総督府は、著名な農学者である新
渡戸稲造を 1901 年 2月に総督府技師として招き入れ、翌年 6月に臨時台湾糖務局を設置して局
長に据えた。この事例のように、総督府は、独立官衙において高木に然るべき職位と職責を与え、
その抱負を実行させる目的をもって防疫局官制案を立案したのであった。 
1904 年 4 月 1 日現在における総督府警察本署臨時防疫課の人員は、防疫事務官が 5 名、属が

3 名、技手が 2 名、防疫医が 2 名、雇が 3 名配置され、計 15 名体制であった。防疫事務官 5 名
のうち、専任は魚返煥乎、兼任は高木友枝、加藤尚志、岡田義行、山田寅之助であった。高木を
除けば、すべて領台直後より総督府の衛生課に勤務している台湾衛生行政の熟練者であった。加
藤、岡田、山田は、かつて後藤新平民政長官の同僚として内務省衛生局に勤務しており、加藤と
岡田については、後藤が内務省衛生局長であった時の部下として衛生行政に携わった経歴を有
していた。専任の防疫事務官たる魚返煥乎は、「内地ニ於テ已ニ衛生官吏トシテ十余年間勤務」
した「此道ノ専門家」であり、「此撰定ニ付テ天下本官ノ右ニ出ルモノナシ」と総督府にいわし
めた人物である。魚返は、1880 年に長崎県で等外二等出仕を命じられ衛生課検疫係に勤務し、
1896 年に台湾総督府民政局属として衛生課に配属されていた。内地と台湾における衛生行政に
従事した経歴は 20 年以上に及んでおり、まさに「此道ノ専門家」であった。かくして、総督府
には、ペストの防疫に特化した臨時防疫課が置かれ、専門家で構成される防疫陣容が整備された
のである。専門家の結集は、彼らの経歴が示しているように、後藤の存在によるところが大きい。
そして、ペスト防疫に特化した臨時防疫課という「組織」と高木友枝をはじめとする専門家の有
機的な結合は、後藤の「人」と「組織」を重視する統治理念が明確にあらわれた事象であるとと
もに、感染症対策において政治と専門家が果たすべき役割は何かという現代的課題を考える上
で示唆に富む歴史的事象であるといえよう。 
 第三に、台湾総督府医学系官僚が所属する衛生課及び臨時防疫課による防疫対策の立案・執行
並びに成果である。当該課題に対して、本研究では、台湾総督府がペスト防疫対策として実施し
た「不潔家屋」及び「ペスト家屋」の取毀をとりあげ、家屋取毀の根拠法令となった「台湾家屋
建築規則」（1900 年律令第 14 号）及び「台湾ペスト病毒汚染物処分規則」（1908 年律令第 2号）
の制定過程と運用状況を明らかにし、もって家屋取毀措置のペスト防疫対策上及び台湾統治政
策上の意義を論じ、次の事柄を明らかにした。 
 ペスト防疫対策としての家屋取毀は、ペスト病毒の根源たる鼠族の駆除という科学的知見と、
ペストの発生を抑制し、公共の利益を守るという公衆衛生の規範に基づき断行され、かつ、科学
的知見と公衆衛生の規範は専門家たる医学系官僚により鼓吹された。さらに、家屋取毀はペスト
の抑制に一定程度の効果を発揮した。こうした結果に人々が触れた時、公衆衛生の規範に基づく
防疫措置の有効性に対する理解が芽生えることになり、このことが近代的な衛生思想の社会的
普及を促す一因となった。 
最後に、本研究成果の関連研究領域への波及効果について言及しておきたい。2023 年度日本

植民地研究会全国大会（2023 年 7 月 22 日開催）の共通論題「帝国日本の台湾統治と技術官僚」
において、本研究で得た知見を発表する。本共通論題は、帝国日本の官僚制が帝国全体で稼働し
ている機制であるとの認識の下、専門分野の異なる技術官僚（医学系・農学系・土木系等の技術
官僚）を横串に刺して検討することにより、技術官僚の養成、任用・待遇・昇進・異動等の人事、
総督府の政策と技術官僚の果たした役割を総体として解明する試みである。 
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